
​訪 問 看 護 重 要 事 項 説 明 書​

​この「重要事項説明書」は、「東京都指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅​

​サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、​

​訪問看護サービス利用契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するもので​

​す。​

​1　訪問看護サービス（以下「訪問看護サービス」といいます。）を提供する事業者について​

​事業者名称​ ​NPO法人フローレンス​

​代表者氏名​ ​赤坂　緑​

​本社所在地​

​（連絡先及び電話​

​番号等）​

​東京都千代田区神田神保町1-14-1　KDX神保町ビル4階​

​03-6811-0907​

​法人設立年月日​ ​2004年4月12日​

​２　利用者に対しての訪問看護サービスの提供を実施する事業所について​

​(1)​​事業所の所在地等​

​事業所名称​ ​訪問看護ステーション　ジャンヌ​

​介護保険指定​

​事業所番号​
​1360190076​

​事業所所在地​ ​東京都千代田区神田神保町1-14-1　KDX神保町ビル4階​

​連絡先​

​相談担当者名​

​03-6811-0907​

​柳澤　優​

​事業所の通常の​

​事業の実施地域​
​23区及び都内周辺​

​(2)​​事業所の職員体制​

​管理者​ ​柳澤　優​

​職​ ​職務内容​ ​人員数​

​管理者​

​1​ ​主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行わ​

​れるよう必要な管理を行います。​

​2​ ​訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な​

​指導及び管理を行います。​

​3​ ​職員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を​

​行います。​

​常　勤１名​
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​看護職員​

​のうち​

​主として​

​計画作成​

​等に従事​

​する者​

​1​ ​訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師から文​

​書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看​

​護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密​

​接な連携を図ります。​

​2​ ​主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとと​

​もに、利用者又はその保護者への説明を行い同意を得ます。​

​3​ ​利用者へ訪問看護計画を交付します。​

​4​ ​訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行​

​います。​

​5​ ​利用者又はその保護者に対し、療養上必要な事項について、​

​理解しやすいように指導又は説明を行います。​

​6​ ​常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境​

​の的確な把握に努め、利用者又はその保護者に対し、適切な​

​指導を行います。​

​7​ ​サービス担当者会議への出席等により、サービス関係者と連​

​携を図ります。​

​8​ ​訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を​

​作成します。​

​常　勤 1名​

​非常勤​

​10名以上​

​看護職員​

​（看護師・​

​准看護師）​

​1​ ​訪問看護計画に基づき、訪問看護のサービスを提供します。​

​2​ ​訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行いま​

​す。​

​常　勤 1名​

​非常勤​

​10名以上​

​事務職員​ ​1​ ​介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。​
​常　勤0名​

​非常勤0名​

​３　訪問看護サービスの内容及び費用について​

​(1)​​訪問看護サービスの内容について​

​サービス区分と種類​ ​サービスの内容​

​訪問看護計画の作成​

​主治の医師の指示及び利用者に係る利用者の意向や心身の状況​

​等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス​

​内容を定めた訪問看護計画を作成します。​

​訪問看護の提供​

​訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。なお、事業者は、​

​事業者の判断により訪問看護サービスの内容を変更することがあ​

​ります。​

​1​ ​全身状態の観察​

​2​ ​バイタルチェック​

​3​ ​吸引、吸入の処置​

​4​ ​経管栄養の処置​

​5​ ​在宅医療機器管理​

​6​ ​与薬​

​7​ ​摂食、排泄の管理​

​8​ ​整容、入浴​
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​(2)​​職員の禁止行為​

​職員（「２　利用児童に対して訪問看護サービスの提供を実施する事業所について」「(2)事業所​

​の職員体制」に定める職員の総称をいい、以下同様とします。）の禁止行為は次に定めるとおりと​

​します。​

​1​ ​利用者に対する暴力等の虐待行為​

​2​ ​身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（緊急やむを得ない場合を除きます。）​

​3​ ​利用者の同居家族に対するサービス提供行為​

​4​ ​利用者の家族（保護者を含み、以下同様とします。）の金銭、預貯金通帳、証書等の預かり​

​5​ ​利用者の家族からの金銭、物品、飲食の授受​

​6​ ​利用者の居宅での飲酒、喫煙​

​7​ ​その他利用者の家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為​

​(3)​​訪問看護サービスの利用料金等について​

​1​ ​訪問看護サービスによって発生する医療費は、別表のとおりです。但し、訪問看護サービス​

​の利用料金（保護者の自己負担額）は、保険証の負担割合、公費により異なります。​

​2​ ​職員の訪問に係る交通費は、事業所又は事業所が別途定めた地点から利用者の居宅まで​

​の交通費（往復分・実費）を請求します。​

​４　訪問看護サービスの提供にあたって​

​（1）​ ​事業者は訪問看護サービスの提供に先立って、健康保険被保険者証に記載された内容（被​

​保険者資格、有効期間等）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった​

​場合は速やかに当事業者にお知らせください。​

​（2）​ ​事業者は主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者又はその保護者の意​

​向を踏まえて、｢訪問看護計画｣を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又​

​はその保護者にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします​

​（3）​ ​事業者は、「訪問看護計画｣に基づいて訪問看護サービスを提供します。なお、「訪問看護計​

​画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができま​

​す​

​（4）​ ​訪問看護サービス提供に関する職員への具体的な指示や命令は、すべて事業者が行ないま​

​すが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や保護者の意向に充分な配慮を行な​

​います。​

​（5）​ ​事業者は、利用者及び保護者の同意を得た上で、利用者及び保護者に関する情報提供書を​

​自治体へ提出します。​

​５　虐待の防止について​

​事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講​

​じます。​

​（1）​ ​虐待防止に関する責任者を選定しています。​

​虐待防止に関する責任者​ ​柳澤　優​

​（2）​ ​苦情解決体制を整備しています。​

​（3）​ ​職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。​

​（4）​ ​訪問看護サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等、利用者を現に​

​養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区​

​町村に通報します。​

​６　秘密の保持と個人情報の保護について​

​1​ ​利用者及び利用者その家族に関​

​する秘密の保持について​

​1​ ​事業者は、利用者及びその家族の個人情報につい​

​て「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働​
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​省が策定した「医療・介護関係事業者における個人​

​情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵​

​守し、適切な取り扱いに努めるものとします。​

​2​ ​事業者及び職員は、訪問看護サービス提供をする​

​上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な​

​理由なく、第三者に漏らしません。​

​3​ ​また、この秘密を保持する義務は、訪問看護サービ​

​ス提供契約が終了した後においても継続します。​

​4​ ​事業者は、職員に、業務上知り得た利用者及び利​

​用者の家族の秘密を保持させるため、職員である​

​期間及び職員でなくなった後においても、その秘密​

​を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とし​

​ます。​

​2​ ​個人情報の保護について​

​1​ ​事業者は、利用者又はその保護者から予め文書で​

​同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい​

​て、利用者の個人情報を用いません。また、利用者​

​の家族の個人情報についても、予め文書で同意を​

​得ない限り、サービス担当者会議等で用いません。​

​2​ ​事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報​

​が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録​

​を含む。）については、善良な管理者の注意をもっ​

​て管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防​

​止するものとします。​

​3​ ​事業者が管理する情報については、利用者の求め​

​に応じてその内容を開示することとし、開示の結​

​果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合​

​は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要​

​な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際​

​して複写料などが必要な場合は利用者の負担とな​

​ります。)​

​7　緊急時の対応方法について​

​事業者は、訪問看護サービスの提供中に利用者の状態が急変した場合やその他必要が生じ​

​た場合には、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講ずるほか、利用者の家族が不在の場​

​合は、保護者が事業者に予め届け出た緊急連絡先（以下「緊急連絡先」といいます。）へ速やかに​

​連絡します。但し、事業者は、訪問看護サービス提供中の利用者の状態急変の予防、及び状態​

​急変による心身の影響に対しては責任を負いません。​

​8　事故発生時の対応方法について​

​(1)​ ​事業者は、訪問看護サービスの提供中に事故が発生した場合には、事業所が関係する市区​

​町村に連絡する等必要な措置を講ずる他、利用者の家族が不在の場合は、緊急連絡先へ​

​速やかにご連絡いたします。​

​(2)​​事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。​

​9　賠償責任​

​（1）訪問看護サービスの提供に伴って事業者又は職員の責めに帰すべき事由により利用者又は利​

​用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合、事業者は、事業者又は職員が加入している​

​保険の範囲内で賠償します。なお、事業者が加入している保険は、次のとおりです。​

​　​
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​損害保険会社の名称​ ​保険の種類及び名称​ ​保険の概要​

​①​ ​東京海上日動火災保​

​険株式会社​

​賠償責任保険​

​（超ビジネス保険）​

​身体　1名につき500,000千円​

​1事故につき500,000千円​

​財物 1事故につき500,000千円​

​②​ ​三井住友海上火災保​

​険株式会社​

​傷害保険​

​（団体総合生活保障保険）​

​傷害死亡・後遺障害：​

​1名あたり 3,000千円​

​傷害入院保険金：​

​1名あたり・日額 2,000円​

​傷害通院保険金：​

​1名あたり・日額 1,000円​

​(2)​​利用者又は利用者の家族に（1）の保険の対象外の損害が発生した場合において、当該損害​

​が事業者又は職員の責めに帰すべき事由により発生したときは、事業者は、利用者又は利用​

​者の家族に直接かつ現実に発生した通常の範囲内（逸失利益等の間接損害及び特別損害​

​を除きます）、かつ100万円を上限として賠償します。​

​(3)​​上記(2)のうち損害賠償の上限額に係る部分は、事業者の故意又は重過失により発生した​

​損害には適用されません。​

​(4)​​上記(1)から(3)にかかわらず、訪問看護サービスの提供中に、利用者の状態急変、原因不​

​明の事故その他の緊急事態が発生した場合において、事業者又は職員が当該事態の発生​

​当時の状況に照らして適切な措置を講じたときは、事業者は何ら賠償責任を負いません。​

​10　身分証携行義務​

​職員は、常に身分証を携行し、訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時​

​は、いつでも身分証を提示します。​

​11　心身の状況の把握​

​事業者は、訪問看護サービスの提供に当たっては、サービス担当者会議等を通じて、利用者の​

​心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の​

​把握に努めるものとします。​

​12　他の事業者との連携​

​事業者は訪問看護サービスの提供に当り、保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密​

​接な連携に努めます。​

​13　訪問看護サービス提供の記録​

​(1)​​事業者は、訪問看護サービスの実施ごとに、訪問看護サービス提供の記録を作成することと​

​し、その記録を訪問看護サービス提供の日から５年間保存します。​

​(2)​​事業者は、前項により作成したサービス提供の記録（訪問看護サービスの提供日、内容等）​

​について、毎回の訪問看護サービスの提供終了時に利用者又はその保護者から文書により​

​確認を受けます。また利用者又はその保護者の確認を受けた後は、その控えを利用者又は​

​その保護者に交付します。​

​(3)​​利用者又はその保護者は、事業者の営業時間内にその事業所において、利用者に関する​

​(1)の記録の閲覧及びその複写物の交付を請求することができます。なお、記録の閲覧及び​

​複写に係る費用は、利用者又はその保護者の負担とします。​

​14　衛生管理等​

​(1)​​事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。​

​(2)​​事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。​
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​15　重要事項説明の年月日​

​この重要事項説明書の説明年月日​ ​西暦　　​

​説明者​

​重要事項の説明を受け、内容について承諾します。​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西暦​

​住所　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​利用者名​

​保護者名　　​

​　　　　　​
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​別表​

​訪問看護​
​（医療保険）​ ​サービス区分​ ​総費用​ ​利用者負担​

​(3割負担)​

​利用者負担金​
​全額減免​

​（マル乳、マ​
​ル子、マル​

​青、小慢、難​
​病等）​

​訪問看護基本療​
​養費(Ⅰ)​

​訪問看護​
​管理療養​

​費​

​乳幼児​
​加算​ ​各加算額​ ​1単位の​

​単価​
​その他​

​（算定条件等）​

​訪問看護​
​（利用児童6歳​
​未満、別に厚生​
​労働大臣が定め​

​る者）​

​1日​
​（初日）​ ​¥15,020​ ​¥4,506​ ​0​ ​555​ ​767​ ​180​ ​10​

​訪問看護週３回迄（厚労​
​相告示 別表7・別表8対象​
​者は訪問看護St２ヶ所で​
​週５回迄、３ヶ所で週７​
​回迄）​

​1日​
​（2日目以降）​ ​¥10,350​ ​¥3,105​ ​0​ ​555​ ​300​ ​180​ ​10​

​訪問看護​
​（利用児童6歳​
​未満、別に厚生​
​労働大臣が定め​

​る者以外）​

​1日（初日）​ ​¥14,520​ ​¥4,356​ ​0​ ​555​ ​767​ ​130​ ​10​

​1日（2日目以​
​降）​ ​¥9,850​ ​¥2,955​ ​0​ ​555​ ​300​ ​130​ ​10​

​訪問看護​
​（利用児童6歳​

​以上）​

​1日（初日）​ ​¥13,220​ ​¥3,966​ ​0​ ​555​ ​767​ ​10​
​1日（2日目以​

​降）​ ​¥8,550​ ​¥2,565​ ​0​ ​555​ ​300​ ​10​

​訪問看護​
​（各加算）​

​長時間訪問加算​ ​¥5,200​ ​¥1,560​ ​0​ ​520​ ​10​
​90分を超えて訪問をする​
​場合に算定※通常は週1回​
​迄、15 歳未満の(準)超重​
​症児は 週３回迄​

​複数名訪問加算​
​（看護師・理学​

​療法士）​
​¥4,500​ ​¥1,350​ ​0​ ​450​ ​10​ ​週１回まで​

​複数名訪問加算​
​（看護師・その​

​他職員）​
​¥3,000​ ​¥900​ ​0​ ​300​ ​10​ ​厚労相告示 別表7・別表8​

​対象者に限る​

​難病等複数回訪​
​問加算​

​（１日に２回の​
​場合）​

​¥4,500​ ​¥1,350​ ​0​ ​450​ ​10​ ​厚労相告示 別表7・別表8​
​対象者に限る​

​難病等複数回訪​
​問加算​

​（１日に３回以​
​上の場合）​

​¥8,000​ ​¥2,400​ ​0​ ​800​ ​10​ ​〃​

​退院支援​
​指導加算​ ​¥6,000​ ​¥1,800​ ​0​ ​600​ ​10​

​退院日に看護師等が在宅​
​で指導を行うこと、翌日​
​以降最初の指定訪問看護​
​が行われた日に初回1回限​
​り加算​

​退院支援​
​指導加算​

​（長時間訪問対​
​象者の場合）​

​¥8,400​ ​¥2,520​ ​0​ ​840​ ​10​
​15歳未満の(準)超重症児、​
​別表第8、特別指示書交付​
​対象者に限る​

​7​


